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「いじめを理解する」 

いじめ問題の日常の取組み
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職員会議等での共
通理解

道徳や学級活動の
指導

児童・生徒会活動等
を通じた取組

校内組織の整備など
教育相談体制の充
実
スクールカウンセ
ラー，相談員，養護
教諭による相談
学校におけるいじめ
への対応方針や指
導計画等の公表
ＰＴＡや地域の関係
団体等との協議

専門機関と連携と学
校以外の相談窓口
の周知や広報
地域の関係機関との
連携協力

そ　　の　　他

 

 
 
 

平成 21年 12 月 18日（金）
学校教育室生徒指導担当 

総合教育センター教育相談担当 

不適応対策に係る情報を発信していきます。不適応対策指導の参考に活用していただければ幸いです。 
岩手県教育委員会事務局学校教育室生徒指導担当 （019-629-6145） 
http://www.pref.iwate.jp/list.rbz?nd=1813&ik=3&pnp=86&pnp=1779&pnp=1813 

平成 20 年度の問題行動等調査の

「いじめ問題の日常の取組」では、ス

クールカウンセラー等との連携、保護

者・地域社会への指導方針の公開、PTA

との連携などが増えている一方で、

「職員会議等での職員間の共通理解」

の取組が減少しています。 

平成 18 年度に見直された「いじめ

の定義」や「認知」の考え方などをも

う一度確認したいものです。 

国立教育政策研究所作成の「いじめを理解する」

では、職員一人ひとりがアンケートに答えながら

いじめ問題に対する自己点検や共通理解ができる

ようになっています。 

http://www.nier.go.jp/shido/centerhp/ijimet

ool/ijimetool.htm 

いじめの定義 
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒
の立場に立って行うものとする。「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、
物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校
の内外を問わない。 


